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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表第一 別表第一 

医科診療報酬点数表 医科診療報酬点数表 

［目次］ ［目次］ 

第１章 基本診療料 第１章 基本診療料 

第１部 （略） 第１部 （略） 

第２部 入院料等 第２部 入院料等 

第１節～第４節 （略） 第１節～第４節 （略） 

第５節 看護職員処遇改善評価料 （新設） 

第２章～第４章 （略） 第２章～第４章 （略） 

第１章 基本診療料 第１章 基本診療料 

第１部 初・再診料 第１部 初・再診料 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 初診料 第１節 初診料 

区分 区分 

Ａ０００ 初診料                                     288点 Ａ０００ 初診料                                     288点 

注１～13 （略） 注１～13 （略） 

14 削除 14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

保険医療機関を受診した患者に対して、健康保

険法第３条第13項に規定する電子資格確認によ

り、当該患者に係る診療情報等を取得した上で

初診を行った場合は、電子的保健医療情報活用

加算として、月１回に限り７点を所定点数に加

算する。ただし、当該患者に係る診療情報等の

取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当

該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等

にあっては、月１回に限り３点を所定点数に加

算する。 



 

15 初診に係る十分な情報を取得する体制として

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保

険医療機関を受診した患者に対して初診を行っ

た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充

実加算１として、月１回に限り４点を所定点数

に加算する。ただし、健康保険法第３条第13項

に規定する電子資格確認により当該患者に係る

診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機

関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた

場合にあっては、医療情報・システム基盤整備

体制充実加算２として、月１回に限り２点を所

定点数に加算する。 

（新設） 

第２節 再診料 第２節 再診料 

区分 区分 

Ａ００１ 再診料                                      73点 Ａ００１ 再診料                                      73点 

注１・２ （略） 注１・２ （略） 

３ 同一保険医療機関において、同一日に他の傷

病について、別の診療科を再診として受診した

場合は、注１の規定にかかわらず、２つ目の診

療科に限り、37点（注２に規定する場合にあっ

ては、27点）を算定する。この場合において、

注４から注８まで及び注10から注17までに規定

する加算は算定しない。 

３ 同一保険医療機関において、同一日に他の傷

病について、別の診療科を再診として受診した

場合は、注１の規定にかかわらず、２つ目の診

療科に限り、37点（注２に規定する場合にあっ

ては、27点）を算定する。この場合において、

注４から注８まで及び注10から注18までに規定

する加算は算定しない。 

４～８ （略） ４～８ （略） 

９ 患者又はその看護に当たっている者から電話

等によって治療上の意見を求められて指示をし

た場合においても、再診料を算定することがで

きる。ただし、この場合において、注８、注12

、注13及び注15から注17までに規定する加算は

算定しない。 

９ 患者又はその看護に当たっている者から電話

等によって治療上の意見を求められて指示をし

た場合においても、再診料を算定することがで

きる。ただし、この場合において、注８、注12

、注13及び注15から注18までに規定する加算は

算定しない。 

10～17 （略） 10～17 （略） 



 

（削る） 18 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

保険医療機関を受診した患者に対して、健康保

険法第３条第13項に規定する電子資格確認によ

り、当該患者に係る診療情報等を取得した上で

再診を行った場合は、電子的保健医療情報活用

加算として、月１回に限り４点を所定点数に加

算する。 

Ａ００２ 外来診療料                                  74点 Ａ００２ 外来診療料                                  74点 

注１～４ （略） 注１～４ （略） 

５ 同一保険医療機関において、同一日に他の傷

病について、別の診療科を再診として受診した

場合は、注１の規定にかかわらず、２つ目の診

療科に限り37点（注２から注４までに規定する

場合にあっては、27点）を算定する。この場合

において、注６のただし書及び注７から注９ま

でに規定する加算は算定しない。 

５ 同一保険医療機関において、同一日に他の傷

病について、別の診療科を再診として受診した

場合は、注１の規定にかかわらず、２つ目の診

療科に限り37点（注２から注４までに規定する

場合にあっては、27点）を算定する。この場合

において、注６のただし書及び注７から注10ま

でに規定する加算は算定しない。 

６～９ （略） ６～９ （略） 

（削る） 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

保険医療機関を受診した患者に対して、健康保

険法第３条第13項に規定する電子資格確認によ

り、当該患者に係る診療情報等を取得した上で

再診を行った場合は、電子的保健医療情報活用

加算として、月１回に限り４点を所定点数に加

算する。 

Ａ００３ （略） Ａ００３ （略） 

第２部 入院料等 第２部 入院料等 

通則 通則 

１ 健康保険法第63条第１項第５号及び高齢者医療確保法第64

条第１項第５号による入院及び看護の費用は、第１節から第

５節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお

いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境

１ 健康保険法第63条第１項第５号及び高齢者医療確保法第64

条第１項第５号による入院及び看護の費用は、第１節から第

４節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお

いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境



 

の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第１節、第３

節又は第４節の各区分の所定点数に含まれるものとする。 

の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第１節、第３

節又は第４節の各区分の所定点数に含まれるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合には、特別入院基本

料等、区分番号Ａ１０８に掲げる有床診療所入院基本料又は

区分番号Ａ１０９に掲げる有床診療所療養病床入院基本料を

算定する場合を除き、入院日から起算して５日までの間は、

区分番号Ａ４００の２に掲げる短期滞在手術等基本料３を算

定し、６日目以降は第１節の各区分に掲げる入院基本料（特

別入院基本料等を含む。）又は第３節の各区分に掲げる特定

入院料のいずれかを算定する。 

３ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合には、特別入院基本

料等、区分番号Ａ１０８に掲げる有床診療所入院基本料又は

区分番号Ａ１０９に掲げる有床診療所療養病床入院基本料を

算定する場合を除き、入院日から起算して５日までの間は、

区分番号Ａ４００の３に掲げる短期滞在手術等基本料３を算

定し、６日目以降は第１節の各区分に掲げる入院基本料（特

別入院基本料等を含む。）又は第３節の各区分に掲げる特定

入院料のいずれかを算定する。 

４～８ （略） ４～８ （略） 

第１節・第２節 （略） 第１節・第２節 （略） 

第３節 特定入院料 第３節 特定入院料 

区分 区分 

Ａ３００～Ａ３０５ （略） Ａ３００～Ａ３０５ （略） 

Ａ３０６ 特殊疾患入院医療管理料（１日につき）     2,070点 Ａ３０６ 特殊疾患入院医療管理料（１日につき）     2,070点 

注１～４ （略） 注１～４ （略） 

５ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体

制加算、超重症児（者）入院診療加算・準超重

症児（者）入院診療加算、地域加算、離島加算

、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者

サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、

データ提出加算、入退院支援加算（１のロ及び

２のロに限る。）、認知症ケア加算及び排尿自

立支援加算、第５節に掲げる看護職員処遇改善

評価料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。

）は、特殊疾患入院医療管理料に含まれるもの

とする。 

５ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体

制加算、超重症児（者）入院診療加算・準超重

症児（者）入院診療加算、地域加算、離島加算

、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者

サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、

データ提出加算、入退院支援加算（１のロ及び

２のロに限る。）、認知症ケア加算、排尿自立

支援加算並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く

。）は、特殊疾患入院医療管理料に含まれるも

のとする。 



 

６ （略） ６ （略） 

Ａ３０７ 小児入院医療管理料（１日につき） Ａ３０７ 小児入院医療管理料（１日につき） 

１～５ （略） １～５ （略） 

注１～８ （略） 注１～８ （略） 

９ 診療に係る費用（注２、注３及び注５から注

８までに規定する加算、当該患者に対して行っ

た第２章第２部第２節在宅療養指導管理料、第

３節薬剤料、第４節特定保険医療材料料、第５

部投薬、第６部注射、第10部手術、第11部麻酔

、第12部放射線治療及び第13部第２節病理診断

・判断料の費用、第２節に規定する臨床研修病

院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患

者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加

算、超重症児（者）入院診療加算・準超重症児

（者）入院診療加算、地域加算、離島加算、小

児療養環境特別加算、緩和ケア診療加算、がん

拠点病院加算、医療安全対策加算、感染対策向

上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管

理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク患者ケア加算、

術後疼
とう

痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加

算１、データ提出加算、入退院支援加算（１の

イ及び３に限る。）、精神疾患診療体制加算、

排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算並

びに第５節に掲げる看護職員処遇改善評価料を

除く。）は、小児入院医療管理料１及び小児入

院医療管理料２に含まれるものとする。 

９ 診療に係る費用（注２、注３及び注５から注

８までに規定する加算並びに当該患者に対して

行った第２章第２部第２節在宅療養指導管理料

、第３節薬剤料、第４節特定保険医療材料料、

第５部投薬、第６部注射、第10部手術、第11部

麻酔、第12部放射線治療及び第13部第２節病理

診断・判断料の費用並びに第２節に規定する臨

床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算

、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補

助体制加算、超重症児（者）入院診療加算・準

超重症児（者）入院診療加算、地域加算、離島

加算、小児療養環境特別加算、緩和ケア診療加

算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感

染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、

報告書管理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク患者ケ

ア加算、術後疼
とう

痛管理チーム加算、病棟薬剤業

務実施加算１、データ提出加算、入退院支援加

算（１のイ及び３に限る。）、精神疾患診療体

制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確

保加算を除く。）は、小児入院医療管理料１及

び小児入院医療管理料２に含まれるものとする

。 

10 診療に係る費用（注２から注７までに規定す

る加算、当該患者に対して行った第２章第２部

第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料、第

４節特定保険医療材料料、第５部投薬、第６部

注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線

10 診療に係る費用（注２から注７までに規定す

る加算並びに当該患者に対して行った第２章第

２部第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料

、第４節特定保険医療材料料、第５部投薬、第

６部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放



 

治療及び第13部第２節病理診断・判断料の費用

、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加算

、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療

加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児（

者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療

加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別

加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、

患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加

算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク患者ケア加算、術後疼
とう

痛

管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算１、デ

ータ提出加算、入退院支援加算（１のイ及び３

に限る。）、精神疾患診療体制加算、排尿自立

支援加算及び地域医療体制確保加算並びに第５

節に掲げる看護職員処遇改善評価料を除く。）

は、小児入院医療管理料３及び小児入院医療管

理料４に含まれるものとする。 

射線治療及び第13部第２節病理診断・判断料の

費用並びに第２節に規定する臨床研修病院入院

診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急

入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超

重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）

入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養

環境特別加算、医療安全対策加算、感染対策向

上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管

理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク患者ケア加算、

術後疼
とう

痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加

算１、データ提出加算、入退院支援加算（１の

イ及び３に限る。）、精神疾患診療体制加算、

排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を

除く。）は、小児入院医療管理料３及び小児入

院医療管理料４に含まれるものとする。 

11 診療に係る費用（注２から注７までに規定す

る加算、当該患者に対して行った第２章第２部

第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料、第

４節特定保険医療材料料、第５部投薬、第６部

注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線

治療及び第13部第２節病理診断・判断料の費用

、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加算

、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療

加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児（

者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療

加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別

加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障

害入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染

対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報

告書管理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク患者ケア

11 診療に係る費用（注２から注７までに規定す

る加算並びに当該患者に対して行った第２章第

２部第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料

、第４節特定保険医療材料料、第５部投薬、第

６部注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放

射線治療及び第13部第２節病理診断・判断料の

費用並びに第２節に規定する臨床研修病院入院

診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急

入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超

重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）

入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養

環境特別加算、強度行動障害入院医療管理加算

、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加

算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実

加算、報告書管理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク



 

加算、術後疼
とう

痛管理チーム加算、病棟薬剤業務

実施加算１、データ提出加算、入退院支援加算

（１のイ及び３に限る。）、精神疾患診療体制

加算（精神病棟を除く。）及び排尿自立支援加

算並びに第５節に掲げる看護職員処遇改善評価

料を除く。）は、小児入院医療管理料５に含ま

れるものとする。 

患者ケア加算、術後疼
とう

痛管理チーム加算、病棟

薬剤業務実施加算１、データ提出加算、入退院

支援加算（１のイ及び３に限る。）、精神疾患

診療体制加算（精神病棟を除く。）及び排尿自

立支援加算を除く。）は、小児入院医療管理料

５に含まれるものとする。 

Ａ３０８ 回復期リハビリテーション病棟入院料（１日につき） Ａ３０８ 回復期リハビリテーション病棟入院料（１日につき） 

１～５ （略） １～５ （略） 

注１・２ （略） 注１・２ （略） 

３ 診療に係る費用（注２及び注４に規定する加

算、当該患者に対して行った第２章第１部医学

管理等の区分番号Ｂ００１の10に掲げる入院栄

養食事指導料（回復期リハビリテーション病棟

入院料１を算定するものに限る。）及び区分番

号Ｂ００１の34に掲げる二次性骨折予防継続管

理料（ロに限る。）、第２部在宅医療、第７部

リハビリテーションの費用（別に厚生労働大臣

が定める費用を除く。）、第２節に規定する臨

床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体

制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加

算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実

加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、

入退院支援加算（１のイに限る。）、認知症ケ

ア加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支

援加算、第５節に掲げる看護職員処遇改善評価

料、区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓、区分

番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流及び区分番号Ｊ

４００に掲げる特定保険医療材料（区分番号Ｊ

０３８に掲げる人工腎臓又は区分番号Ｊ０４２

に掲げる腹膜灌
かん

流に係るものに限る。）並びに

３ 診療に係る費用（注２及び注４に規定する加

算、当該患者に対して行った第２章第１部医学

管理等の区分番号Ｂ００１の10に掲げる入院栄

養食事指導料（回復期リハビリテーション病棟

入院料１を算定するものに限る。）、第２部在

宅医療、第７部リハビリテーションの費用（別

に厚生労働大臣が定める費用を除く。）、第２

節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師

事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、

医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サ

ポート体制充実加算、報告書管理体制加算、デ

ータ提出加算、入退院支援加算（１のイに限る

。）、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算

、排尿自立支援加算、区分番号Ｊ０３８に掲げ

る人工腎臓、区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流、区分番号Ｊ４００に掲げる特定保険医療材

料（区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓又は区

分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流に係るものに

限る。）並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く

。）は、回復期リハビリテーション病棟入院料

に含まれるものとする。 



 

除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は、回復期

リハビリテーション病棟入院料に含まれるもの

とする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

Ａ３０８－２ （略） Ａ３０８－２ （略） 

Ａ３０８－３ 地域包括ケア病棟入院料（１日につき） Ａ３０８－３ 地域包括ケア病棟入院料（１日につき） 

１～８ （略） １～８ （略） 

注１～５ （略） 注１～５ （略） 

６ 診療に係る費用（注３から注５まで及び注７

に規定する加算、第２節に規定する臨床研修病

院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、

医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加

算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患

者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算

、データ提出加算、入退院支援加算（１のイに

限る。）、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整

加算及び排尿自立支援加算、第５節に掲げる看

護職員処遇改善評価料、区分番号Ｂ００１の34

に掲げる二次性骨折予防継続管理料（ロに限る

。）、第２章第２部在宅医療、区分番号Ｈ００

４に掲げる摂食機能療法、区分番号Ｊ０３８に

掲げる人工腎臓、区分番号Ｊ０４２に掲げる腹

膜灌
かん

流及び区分番号Ｊ４００に掲げる特定保険

医療材料（区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓

又は区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流に係る

ものに限る。）、第10部手術、第11部麻酔並び

に除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は、地域

包括ケア病棟入院料１、地域包括ケア入院医療

管理料１、地域包括ケア病棟入院料２、地域包

括ケア入院医療管理料２、地域包括ケア病棟入

院料３、地域包括ケア入院医療管理料３、地域

６ 診療に係る費用（注３から注５まで及び注７

に規定する加算、第２節に規定する臨床研修病

院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、

医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加

算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患

者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算

、データ提出加算、入退院支援加算（１のイに

限る。）、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整

加算並びに排尿自立支援加算、第２章第２部在

宅医療、区分番号Ｈ００４に掲げる摂食機能療

法、区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓、区分

番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流、区分番号Ｊ４

００に掲げる特定保険医療材料（区分番号Ｊ０

３８に掲げる人工腎臓又は区分番号Ｊ０４２に

掲げる腹膜灌
かん

流に係るものに限る。）、第10部

手術、第11部麻酔並びに除外薬剤・注射薬の費

用を除く。）は、地域包括ケア病棟入院料１、

地域包括ケア入院医療管理料１、地域包括ケア

病棟入院料２、地域包括ケア入院医療管理料２

、地域包括ケア病棟入院料３、地域包括ケア入

院医療管理料３、地域包括ケア病棟入院料４及

び地域包括ケア入院医療管理料４に含まれるも

のとする。 



 

包括ケア病棟入院料４及び地域包括ケア入院医

療管理料４に含まれるものとする。 

７～12 （略） ７～12 （略） 

Ａ３０９ 特殊疾患病棟入院料（１日につき） Ａ３０９ 特殊疾患病棟入院料（１日につき） 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～４ （略） 注１～４ （略） 

５ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、医師事務作業補助体制加算（50対１補助体

制加算、75対１補助体制加算又は100対１補助

体制加算に限る。）、超重症児（者）入院診療

加算・準超重症児（者）入院診療加算、地域加

算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向

上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管

理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算

（１のロ及び２のロに限る。）、認知症ケア加

算及び排尿自立支援加算、第５節に掲げる看護

職員処遇改善評価料並びに除外薬剤・注射薬の

費用を除く。）は、特殊疾患病棟入院料に含ま

れるものとする。 

５ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、医師事務作業補助体制加算（50対１補助体

制加算、75対１補助体制加算又は100対１補助

体制加算に限る。）、超重症児（者）入院診療

加算・準超重症児（者）入院診療加算、地域加

算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向

上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管

理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算

（１のロ及び２のロに限る。）、認知症ケア加

算並びに排尿自立支援加算並びに除外薬剤・注

射薬の費用を除く。）は、特殊疾患病棟入院料

に含まれるものとする。 

６ （略） ６ （略） 

Ａ３１０ 緩和ケア病棟入院料（１日につき） Ａ３１０ 緩和ケア病棟入院料（１日につき） 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１・２ （略） 注１・２ （略） 

３ 診療に係る費用（注２及び注４に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補

助体制加算、地域加算、離島加算、がん拠点病

院加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算

、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制

加算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク患者ケア加算、データ

３ 診療に係る費用（注２及び注４に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補

助体制加算、地域加算、離島加算、がん拠点病

院加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算

、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制

加算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク患者ケア加算、データ



 

提出加算、入退院支援加算（１のイに限る。）

及び排尿自立支援加算、第５節に掲げる看護職

員処遇改善評価料、第２章第２部第２節在宅療

養管理指導料、第３節薬剤料、第４節特定保険

医療材料料及び第12部放射線治療、退院時に当

該指導管理を行ったことにより算定できる区分

番号Ｃ１０８に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導

管理料、区分番号Ｃ１０８－２に掲げる在宅悪

性腫瘍患者共同指導管理料及び区分番号Ｃ１０

９に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料並

びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は、緩

和ケア病棟入院料に含まれるものとする。 

提出加算、入退院支援加算（１のイに限る。）

及び排尿自立支援加算、第２章第２部第２節在

宅療養管理指導料、第３節薬剤料、第４節特定

保険医療材料料及び第12部放射線治療、退院時

に当該指導管理を行ったことにより算定できる

区分番号Ｃ１０８に掲げる在宅悪性腫瘍等患者

指導管理料、区分番号Ｃ１０８－２に掲げる在

宅悪性腫瘍患者共同指導管理料及び区分番号Ｃ

１０９に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理

料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は

、緩和ケア病棟入院料に含まれるものとする。 

４ （略） ４ （略） 

Ａ３１１ 精神科救急急性期医療入院料（１日につき） Ａ３１１ 精神科救急急性期医療入院料（１日につき） 

１～３ （略） １～３ （略） 

注１ （略） 注１ （略） 

２ 診療に係る費用（注３から注６までに規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算

、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科

措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管

理加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全

対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体

制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハイ

リスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域

連携紹介加算、データ提出加算、精神科急性期

医師配置加算（精神科救急急性期医療入院料を

算定するものに限る。）、薬剤総合評価調整加

算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加

算、第５節に掲げる看護職員処遇改善評価料、

第２章第１部医学管理等の区分番号Ｂ０１５に

２ 診療に係る費用（注３から注６までに規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算

、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科

措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管

理加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全

対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体

制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハイ

リスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域

連携紹介加算、データ提出加算、精神科急性期

医師配置加算（精神科救急急性期医療入院料を

算定するものに限る。）、薬剤総合評価調整加

算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加

算、第２章第１部医学管理等の区分番号Ｂ０１

５に掲げる精神科退院時共同指導料２、第８部



 

掲げる精神科退院時共同指導料２、第８部精神

科専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12

部放射線治療並びに除外薬剤・注射薬に係る費

用を除く。）は、精神科救急急性期医療入院料

に含まれるものとする。 

精神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び

第12部放射線治療並びに除外薬剤・注射薬に係

る費用を除く。）は、精神科救急急性期医療入

院料に含まれるものとする。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

Ａ３１１－２ 精神科急性期治療病棟入院料（１日につき） Ａ３１１－２ 精神科急性期治療病棟入院料（１日につき） 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１ （略） 注１ （略） 

２ 診療に係る費用（注３及び注４に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補

助体制加算、地域加算、離島加算、精神科措置

入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、

精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併

症管理加算、依存症入院医療管理加算、医療安

全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート

体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハ

イリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地

域連携紹介加算、データ提出加算、精神科急性

期医師配置加算（精神科急性期治療病棟入院料

１を算定するものに限る。）、薬剤総合評価調

整加算及び排尿自立支援加算、第５節に掲げる

看護職員処遇改善評価料、第２章第１部医学管

理等の区分番号Ｂ０１５に掲げる精神科退院時

共同指導料２、第８部精神科専門療法、第10部

手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療並びに

除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。）は、精

神科急性期治療病棟入院料に含まれるものとす

る。 

２ 診療に係る費用（注３及び注４に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補

助体制加算、地域加算、離島加算、精神科措置

入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、

精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併

症管理加算、依存症入院医療管理加算、医療安

全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート

体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハ

イリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地

域連携紹介加算、データ提出加算、精神科急性

期医師配置加算（精神科急性期治療病棟入院料

１を算定するものに限る。）、薬剤総合評価調

整加算並びに排尿自立支援加算、第２章第１部

医学管理等の区分番号Ｂ０１５に掲げる精神科

退院時共同指導料２、第８部精神科専門療法、

第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療

並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。）

は、精神科急性期治療病棟入院料に含まれるも

のとする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 



 

Ａ３１１－３ 精神科救急・合併症入院料（１日につき） Ａ３１１－３ 精神科救急・合併症入院料（１日につき） 

１～３ （略） １～３ （略） 

注１ （略） 注１ （略） 

２ 診療に係る費用（注３から注５までに規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作

業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科

措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加

算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体

合併症管理加算、依存症入院医療管理加算、摂

食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算、

感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算

、報告書管理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク患者

ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加

算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算、

排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、

第５節に掲げる看護職員処遇改善評価料、第２

章第１部医学管理等の区分番号Ｂ０１５に掲げ

る精神科退院時共同指導料２、第７部リハビリ

テーションの区分番号Ｈ０００に掲げる心大血

管疾患リハビリテーション料、Ｈ００１に掲げ

る脳血管疾患等リハビリテーション料、Ｈ００

１－２に掲げる廃用症候群リハビリテーション

料、Ｈ００２に掲げる運動器リハビリテーショ

ン料、Ｈ００３に掲げる呼吸器リハビリテーシ

ョン料、区分番号Ｈ００４に掲げる摂食機能療

法、区分番号Ｈ００７に掲げる障害児（者）リ

ハビリテーション料及び区分番号Ｈ００７－２

に掲げるがん患者リハビリテーション料、第８

部精神科専門療法、第９部処置の区分番号Ｊ０

３８に掲げる人工腎臓、区分番号Ｊ０４２に掲

２ 診療に係る費用（注３から注５までに規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作

業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科

措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加

算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体

合併症管理加算、依存症入院医療管理加算、摂

食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算、

感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算

、報告書管理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク患者

ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加

算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算、

排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、

第２章第１部医学管理等の区分番号Ｂ０１５に

掲げる精神科退院時共同指導料２、第７部リハ

ビリテーションの区分番号Ｈ０００に掲げる心

大血管疾患リハビリテーション料、Ｈ００１に

掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、Ｈ

００１－２に掲げる廃用症候群リハビリテーシ

ョン料、Ｈ００２に掲げる運動器リハビリテー

ション料、Ｈ００３に掲げる呼吸器リハビリテ

ーション料、区分番号Ｈ００４に掲げる摂食機

能療法、区分番号Ｈ００７に掲げる障害児（者

）リハビリテーション料及び区分番号Ｈ００７

－２に掲げるがん患者リハビリテーション料、

第８部精神科専門療法、第９部処置の区分番号

Ｊ０３８に掲げる人工腎臓、区分番号Ｊ０４２

に掲げる腹膜灌
かん

流、区分番号Ｊ４００に掲げる



 

げる腹膜灌
かん

流及び区分番号Ｊ４００に掲げる特

定保険医療材料（区分番号Ｊ０３８に掲げる人

工腎臓又は区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流

に係るものに限る。）、第10部手術、第11部麻

酔並びに第12部放射線治療並びに除外薬剤・注

射薬に係る費用を除く。）は、精神科救急・合

併症入院料に含まれるものとする。 

特定保険医療材料（区分番号Ｊ０３８に掲げる

人工腎臓又は区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流に係るものに限る。）、第10部手術、第11部

麻酔及び第12部放射線治療並びに除外薬剤・注

射薬に係る費用を除く。）は、精神科救急・合

併症入院料に含まれるものとする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

Ａ３１１－４ 児童・思春期精神科入院医療管理料（１日につき

）                                         2,995点 

Ａ３１１－４ 児童・思春期精神科入院医療管理料（１日につき

）                                         2,995点 

注１ （略） 注１ （略） 

２ 診療に係る費用（第２節に規定する臨床研修

病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算

（50対１補助体制加算、75対１補助体制加算又

は100対１補助体制加算に限る。）、地域加算

、離島加算、強度行動障害入院医療管理加算、

摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算

、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加

算、報告書管理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク患

者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携受入

加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算

及び排尿自立支援加算、第５節に掲げる看護職

員処遇改善評価料並びに第２章第５部投薬、第

６部注射、第10部手術、第11部麻酔及び第13部

第２節病理診断・判断料の費用を除く。）は、

児童・思春期精神科入院医療管理料に含まれる

ものとする。 

２ 診療に係る費用（第２節に規定する臨床研修

病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算

（50対１補助体制加算、75対１補助体制加算又

は100対１補助体制加算に限る。）、地域加算

、離島加算、強度行動障害入院医療管理加算、

摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算

、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加

算、報告書管理体制加算、褥瘡
じよくそう

ハイリスク患

者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携受入

加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算

及び排尿自立支援加算並びに第２章第５部投薬

、第６部注射、第10部手術、第11部麻酔及び第

13部第２節病理診断・判断料の費用を除く。）

は、児童・思春期精神科入院医療管理料に含ま

れるものとする。 

Ａ３１２ 精神療養病棟入院料（１日につき）         1,091点 Ａ３１２ 精神療養病棟入院料（１日につき）         1,091点 

注１ （略） 注１ （略） 

２ 診療に係る費用（注３から注６までに規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

２ 診療に係る費用（注３から注６までに規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診



 

療加算、医師事務作業補助体制加算（50対１補

助体制加算、75対１補助体制加算又は100対１

補助体制加算に限る。）、地域加算、離島加算

、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退

院支援加算、精神科地域移行実施加算、医療安

全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート

体制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救

急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算

、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算

、第５節に掲げる看護職員処遇改善評価料、第

２章第１部医学管理等の区分番号Ｂ０１５に掲

げる精神科退院時共同指導料２、第７部リハビ

リテーションの区分番号Ｈ０００に掲げる心大

血管疾患リハビリテーション料、区分番号Ｈ０

０１に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション

料、区分番号Ｈ００１－２に掲げる廃用症候群

リハビリテーション料、区分番号Ｈ００２に掲

げる運動器リハビリテーション料、区分番号Ｈ

００３に掲げる呼吸器リハビリテーション料及

び区分番号Ｈ００３－２に掲げるリハビリテー

ション総合計画評価料、第８部精神科専門療法

並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。）

は、精神療養病棟入院料に含まれるものとする

。 

療加算、医師事務作業補助体制加算（50対１補

助体制加算、75対１補助体制加算又は100対１

補助体制加算に限る。）、地域加算、離島加算

、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退

院支援加算、精神科地域移行実施加算、医療安

全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート

体制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救

急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算

、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算

、第２章第１部医学管理等の区分番号Ｂ０１５

に掲げる精神科退院時共同指導料２、第７部リ

ハビリテーションの区分番号Ｈ０００に掲げる

心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号

Ｈ００１に掲げる脳血管疾患等リハビリテーシ

ョン料、区分番号Ｈ００１－２に掲げる廃用症

候群リハビリテーション料、区分番号Ｈ００２

に掲げる運動器リハビリテーション料、区分番

号Ｈ００３に掲げる呼吸器リハビリテーション

料、区分番号Ｈ００３－２に掲げるリハビリテ

ーション総合計画評価料、第８部精神科専門療

法並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。

）は、精神療養病棟入院料に含まれるものとす

る。 

３～７ （略） ３～７ （略） 

Ａ３１３ （略） Ａ３１３ （略） 

Ａ３１４ 認知症治療病棟入院料（１日につき） Ａ３１４ 認知症治療病棟入院料（１日につき） 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～３ （略） 注１～３ （略） 

４ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加

４ 診療に係る費用（注２及び注３に規定する加

算、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加



 

算、医師事務作業補助体制加算（50対１補助体

制加算、75対１補助体制加算又は100対１補助

体制加算に限る。）、地域加算、離島加算、精

神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支

援加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全

対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体

制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救急

搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、

薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、

第５節に掲げる看護職員処遇改善評価料、第２

章第１部医学管理等の区分番号Ｂ０１５に掲げ

る精神科退院時共同指導料２、第７部リハビリ

テーションの区分番号Ｈ００３－２に掲げるリ

ハビリテーション総合計画評価料（１に限る。

）、区分番号Ｈ００４に掲げる摂食機能療法及

び区分番号Ｈ００７－３に掲げる認知症患者リ

ハビリテーション料、第８部精神科専門療法、

第９部処置の区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎

臓（入院した日から起算して60日以内の期間に

限る。）及び区分番号Ｊ４００に掲げる特定保

険医療材料（入院した日から起算して60日以内

の期間における区分番号Ｊ０３８に掲げる人工

腎臓に係るものに限る。）並びに除外薬剤・注

射薬に係る費用を除く。）は、認知症治療病棟

入院料に含まれるものとする。 

算、医師事務作業補助体制加算（50対１補助体

制加算、75対１補助体制加算又は100対１補助

体制加算に限る。）、地域加算、離島加算、精

神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支

援加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全

対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体

制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救急

搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、

薬剤総合評価調整加算並びに排尿自立支援加算

、第２章第１部医学管理等の区分番号Ｂ０１５

に掲げる精神科退院時共同指導料２、第７部リ

ハビリテーションの区分番号Ｈ００３－２に掲

げるリハビリテーション総合計画評価料（１に

限る。）、区分番号Ｈ００４に掲げる摂食機能

療法、区分番号Ｈ００７－３に掲げる認知症患

者リハビリテーション料、第８部精神科専門療

法、第９部処置の区分番号Ｊ０３８に掲げる人

工腎臓（入院した日から起算して60日以内の期

間に限る。）、区分番号Ｊ４００に掲げる特定

保険医療材料（入院した日から起算して60日以

内の期間における区分番号Ｊ０３８に掲げる人

工腎臓に係るものに限る。）並びに除外薬剤・

注射薬に係る費用を除く。）は、認知症治療病

棟入院料に含まれるものとする。 

Ａ３１５及びＡ３１６ （略） Ａ３１５及びＡ３１６ （略） 

Ａ３１７ 特定一般病棟入院料（１日につき） Ａ３１７ 特定一般病棟入院料（１日につき） 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～７ （略） 注１～７ （略） 

８ 注７本文の規定により所定点数を算定する場

合においては、診療に係る費用（区分番号Ａ３

８ 注７本文の規定により所定点数を算定する場

合においては、診療に係る費用（区分番号Ａ３



 

０８－３に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注

３から注５まで及び注７に規定する加算、第２

節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅

患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制

加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算

、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加

算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入

退院支援加算（１のイに限る。）、認知症ケア

加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援

加算、第５節に掲げる看護職員処遇改善評価料

、第２章第２部在宅医療、区分番号Ｈ００４に

掲げる摂食機能療法、区分番号Ｊ０３８に掲げ

る人工腎臓、区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流及び区分番号Ｊ４００に掲げる特定保険医療

材料（区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓又は

区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流に係るもの

に限る。）並びに除外薬剤・注射薬の費用を除

く。）は、当該所定点数に含まれるものとする

。 

０８－３に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注

３から注５まで及び注７に規定する加算、第２

節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅

患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制

加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算

、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加

算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入

退院支援加算（１のイに限る。）、認知症ケア

加算、薬剤総合評価調整加算並びに排尿自立支

援加算、第２章第２部在宅医療、区分番号Ｈ０

０４に掲げる摂食機能療法、区分番号Ｊ０３８

に掲げる人工腎臓、区分番号Ｊ０４２に掲げる

腹膜灌
かん

流、区分番号Ｊ４００に掲げる特定保険

医療材料（区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓

又は区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流に係る

ものに限る。）及び除外薬剤・注射薬の費用を

除く。）は、当該所定点数に含まれるものとす

る。 

９ （略） ９ （略） 

Ａ３１８ 地域移行機能強化病棟入院料（１日につき）        

                                           1,539点 

Ａ３１８ 地域移行機能強化病棟入院料（１日につき）        

                                           1,539点 

注１～３ （略） 注１～３ （略） 

４ 診療に係る費用（注２及び注３本文に規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、医師事務作業補助体制加算（50対１補

助体制加算、75対１補助体制加算又は100対１

補助体制加算に限る。）、地域加算、離島加算

、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退

院支援加算、医療安全対策加算、感染対策向上

加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理

４ 診療に係る費用（注２及び注３本文に規定す

る加算、第２節に規定する臨床研修病院入院診

療加算、医師事務作業補助体制加算（50対１補

助体制加算、75対１補助体制加算又は100対１

補助体制加算に限る。）、地域加算、離島加算

、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退

院支援加算、医療安全対策加算、感染対策向上

加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理



 

体制加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整

加算及び排尿自立支援加算、第５節に掲げる看

護職員処遇改善評価料、第２章第１部医学管理

等の区分番号Ｂ０１５に掲げる精神科退院時共

同指導料２、第８部精神科専門療法（区分番号

Ｉ０１１に掲げる精神科退院指導料及び区分番

号Ｉ０１１－２に掲げる精神科退院前訪問指導

料を除く。）並びに除外薬剤・注射薬に係る費

用を除く。）は、地域移行機能強化病棟入院料

に含まれるものとする。 

体制加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整

加算並びに排尿自立支援加算、第２章第１部医

学管理等の区分番号Ｂ０１５に掲げる精神科退

院時共同指導料２、第８部精神科専門療法（区

分番号Ｉ０１１に掲げる精神科退院指導料及び

区分番号Ｉ０１１－２に掲げる精神科退院前訪

問指導料を除く。）並びに除外薬剤・注射薬に

係る費用を除く。）は、地域移行機能強化病棟

入院料に含まれるものとする。 

Ａ３１９ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 

2,129点 

（生活療養を受ける場合にあっては、2,115点） 

Ａ３１９ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 

2,129点 

（生活療養を受ける場合にあっては、2,115点） 

注１ （略） 注１ （略） 

２ 診療に係る費用（当該患者に対して行った第

２章第１部医学管理等の区分番号Ｂ００１の10

に掲げる入院栄養食事指導料、第２部在宅医療

、第７部リハビリテーションの費用（別に厚生

労働大臣が定める費用を除く。）、第２節に規

定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作

業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安

全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート

体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提

出加算、入退院支援加算（１のイに限る。）、

認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排

尿自立支援加算、第５節に掲げる看護職員処遇

改善評価料、区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎

臓、区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流及び区

分番号Ｊ４００に掲げる特定保険医療材料（区

分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓又は区分番号

Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流に係るものに限る。

２ 診療に係る費用（当該患者に対して行った第

２章第１部医学管理等の区分番号Ｂ００１の10

に掲げる入院栄養食事指導料、第２部在宅医療

、第７部リハビリテーションの費用（別に厚生

労働大臣が定める費用を除く。）、第２節に規

定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作

業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安

全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート

体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提

出加算、入退院支援加算（１のイに限る。）、

認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿

自立支援加算、区分番号Ｊ０３８に掲げる人工

腎臓、区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流、区

分番号Ｊ４００に掲げる特定保険医療材料（区

分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓又は区分番号

Ｊ０４２に掲げる腹膜灌
かん

流に係るものに限る。

）並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は



 

）並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は

、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

に含まれるものとする。 

、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

に含まれるものとする。 

第４節 短期滞在手術等基本料 第４節 短期滞在手術等基本料 

区分 区分 

Ａ４００ 短期滞在手術等基本料 Ａ４００ 短期滞在手術等基本料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～３ （略） 注１～３ （略） 

４ 第１章基本診療料及び第２章特掲診療料に掲

げるもの（第１章第２部第５節看護職員処遇改

善評価料、当該患者に対して行った第２章第２

部第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料、

第４節特定保険医療材料料、区分番号Ｊ０３８

に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤

料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は

、短期滞在手術等基本料３に含まれるものとす

る。 

４ 第１章基本診療料及び第２章特掲診療料に掲

げるもの（当該患者に対して行った第２章第２

部第２節在宅療養指導管理料、第３節薬剤料、

第４節特定保険医療材料料、区分番号Ｊ０３８

に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤

料並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は

、短期滞在手術等基本料３に含まれるものとす

る。 

第５節 看護職員処遇改善評価料 （新設） 

区分  

Ａ５００ 看護職員処遇改善評価料（１日につき）  

１ 看護職員処遇改善評価料１             １点  

２ 看護職員処遇改善評価料２             ２点  

３ 看護職員処遇改善評価料３             ３点  

４ 看護職員処遇改善評価料４             ４点  

５ 看護職員処遇改善評価料５             ５点  

６ 看護職員処遇改善評価料６             ６点  

７ 看護職員処遇改善評価料７             ７点  

８ 看護職員処遇改善評価料８             ８点  

９ 看護職員処遇改善評価料９             ９点  

10 看護職員処遇改善評価料10             10点  

11 看護職員処遇改善評価料11             11点  



 

12 看護職員処遇改善評価料12             12点  

13 看護職員処遇改善評価料13             13点  

14 看護職員処遇改善評価料14             14点  

15 看護職員処遇改善評価料15             15点  

16 看護職員処遇改善評価料16             16点  

17 看護職員処遇改善評価料17             17点  

18 看護職員処遇改善評価料18             18点  

19 看護職員処遇改善評価料19             19点  

20 看護職員処遇改善評価料20             20点  

21 看護職員処遇改善評価料21             21点  

22 看護職員処遇改善評価料22             22点  

23 看護職員処遇改善評価料23             23点  

24 看護職員処遇改善評価料24             24点  

25 看護職員処遇改善評価料25             25点  

26 看護職員処遇改善評価料26             26点  

27 看護職員処遇改善評価料27             27点  

28 看護職員処遇改善評価料28             28点  

29 看護職員処遇改善評価料29             29点  

30 看護職員処遇改善評価料30             30点  

31 看護職員処遇改善評価料31             31点  

32 看護職員処遇改善評価料32             32点  

33 看護職員処遇改善評価料33             33点  

34 看護職員処遇改善評価料34             34点  

35 看護職員処遇改善評価料35             35点  

36 看護職員処遇改善評価料36             36点  

37 看護職員処遇改善評価料37             37点  

38 看護職員処遇改善評価料38             38点  

39 看護職員処遇改善評価料39             39点  

40 看護職員処遇改善評価料40             40点  

41 看護職員処遇改善評価料41             41点  

42 看護職員処遇改善評価料42             42点  



 

43 看護職員処遇改善評価料43             43点  

44 看護職員処遇改善評価料44             44点  

45 看護職員処遇改善評価料45             45点  

46 看護職員処遇改善評価料46             46点  

47 看護職員処遇改善評価料47             47点  

48 看護職員処遇改善評価料48             48点  

49 看護職員処遇改善評価料49             49点  

50 看護職員処遇改善評価料50             50点  

51 看護職員処遇改善評価料51             51点  

52 看護職員処遇改善評価料52             52点  

53 看護職員処遇改善評価料53             53点  

54 看護職員処遇改善評価料54             54点  

55 看護職員処遇改善評価料55             55点  

56 看護職員処遇改善評価料56             56点  

57 看護職員処遇改善評価料57             57点  

58 看護職員処遇改善評価料58             58点  

59 看護職員処遇改善評価料59             59点  

60 看護職員処遇改善評価料60             60点  

61 看護職員処遇改善評価料61             61点  

62 看護職員処遇改善評価料62             62点  

63 看護職員処遇改善評価料63             63点  

64 看護職員処遇改善評価料64             64点  

65 看護職員処遇改善評価料65             65点  

66 看護職員処遇改善評価料66             66点  

67 看護職員処遇改善評価料67             67点  

68 看護職員処遇改善評価料68             68点  

69 看護職員処遇改善評価料69             69点  

70 看護職員処遇改善評価料70             70点  

71 看護職員処遇改善評価料71             71点  

72 看護職員処遇改善評価料72             72点  

73 看護職員処遇改善評価料73             73点  



 

74 看護職員処遇改善評価料74             74点  

75 看護職員処遇改善評価料75             75点  

76 看護職員処遇改善評価料76             76点  

77 看護職員処遇改善評価料77             77点  

78 看護職員処遇改善評価料78             78点  

79 看護職員処遇改善評価料79             79点  

80 看護職員処遇改善評価料80             80点  

81 看護職員処遇改善評価料81             81点  

82 看護職員処遇改善評価料82             82点  

83 看護職員処遇改善評価料83             83点  

84 看護職員処遇改善評価料84             84点  

85 看護職員処遇改善評価料85             85点  

86 看護職員処遇改善評価料86             86点  

87 看護職員処遇改善評価料87             87点  

88 看護職員処遇改善評価料88             88点  

89 看護職員処遇改善評価料89             89点  

90 看護職員処遇改善評価料90             90点  

91 看護職員処遇改善評価料91             91点  

92 看護職員処遇改善評価料92             92点  

93 看護職員処遇改善評価料93             93点  

94 看護職員処遇改善評価料94             94点  

95 看護職員処遇改善評価料95             95点  

96 看護職員処遇改善評価料96             96点  

97 看護職員処遇改善評価料97             97点  

98 看護職員処遇改善評価料98             98点  

99 看護職員処遇改善評価料99             99点  

100 看護職員処遇改善評価料100             100点  

101 看護職員処遇改善評価料101             101点  

102 看護職員処遇改善評価料102             102点  

103 看護職員処遇改善評価料103             103点  

104 看護職員処遇改善評価料104             104点  



 

105 看護職員処遇改善評価料105             105点  

106 看護職員処遇改善評価料106             106点  

107 看護職員処遇改善評価料107             107点  

108 看護職員処遇改善評価料108             108点  

109 看護職員処遇改善評価料109             109点  

110 看護職員処遇改善評価料110             110点  

111 看護職員処遇改善評価料111             111点  

112 看護職員処遇改善評価料112             112点  

113 看護職員処遇改善評価料113             113点  

114 看護職員処遇改善評価料114             114点  

115 看護職員処遇改善評価料115             115点  

116 看護職員処遇改善評価料116             116点  

117 看護職員処遇改善評価料117             117点  

118 看護職員処遇改善評価料118             118点  

119 看護職員処遇改善評価料119             119点  

120 看護職員処遇改善評価料120             120点  

121 看護職員処遇改善評価料121             121点  

122 看護職員処遇改善評価料122             122点  

123 看護職員処遇改善評価料123             123点  

124 看護職員処遇改善評価料124             124点  

125 看護職員処遇改善評価料125             125点  

126 看護職員処遇改善評価料126             126点  

127 看護職員処遇改善評価料127             127点  

128 看護職員処遇改善評価料128             128点  

129 看護職員処遇改善評価料129             129点  

130 看護職員処遇改善評価料130             130点  

131 看護職員処遇改善評価料131             131点  

132 看護職員処遇改善評価料132             132点  

133 看護職員処遇改善評価料133             133点  

134 看護職員処遇改善評価料134             134点  

135 看護職員処遇改善評価料135             135点  



 

136 看護職員処遇改善評価料136             136点  

137 看護職員処遇改善評価料137             137点  

138 看護職員処遇改善評価料138             138点  

139 看護職員処遇改善評価料139             139点  

140 看護職員処遇改善評価料140             140点  

141 看護職員処遇改善評価料141             141点  

142 看護職員処遇改善評価料142             142点  

143 看護職員処遇改善評価料143             143点  

144 看護職員処遇改善評価料144             144点  

145 看護職員処遇改善評価料145             145点  

146 看護職員処遇改善評価料146             150点  

147 看護職員処遇改善評価料147             160点  

148 看護職員処遇改善評価料148             170点  

149 看護職員処遇改善評価料149             180点  

150 看護職員処遇改善評価料150             190点  

151 看護職員処遇改善評価料151             200点  

152 看護職員処遇改善評価料152             210点  

153 看護職員処遇改善評価料153             220点  

154 看護職員処遇改善評価料154             230点  

155 看護職員処遇改善評価料155             240点  

156 看護職員処遇改善評価料156             250点  

157 看護職員処遇改善評価料157             260点  

158 看護職員処遇改善評価料158             270点  

159 看護職員処遇改善評価料159             280点  

160 看護職員処遇改善評価料160             290点  

161 看護職員処遇改善評価料161             300点  

162 看護職員処遇改善評価料162             310点  

163 看護職員処遇改善評価料163             320点  

164 看護職員処遇改善評価料164             330点  

165 看護職員処遇改善評価料165             340点  

注 看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項  



 

につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関に入院している患者であって、第１節

の入院基本料（特別入院基本料等を含む。）、第

３節の特定入院料又は第４節の短期滞在手術等基

本料を算定しているものについて、当該基準に係

る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。 

第２章 特掲診療料 第２章 特掲診療料 

第１部 医学管理等 第１部 医学管理等 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 医学管理料等 第１節 医学管理料等 

区分 区分 

Ｂ０００・Ｂ００１ （略） Ｂ０００・Ｂ００１ （略） 

Ｂ００１－２ 小児科外来診療料（１日につき） Ｂ００１－２ 小児科外来診療料（１日につき） 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１・２ （略） 注１・２ （略） 

３ 注４に規定する加算、区分番号Ａ０００に掲

げる初診料の注７、注８、注10及び注15に規定

する加算、区分番号Ａ００１に掲げる再診料の

注５及び注６に規定する加算、区分番号Ａ００

２に掲げる外来診療料の注８及び注９に規定す

る加算、通則第３号から第５号までに規定する

加算、区分番号Ｂ００１－２－２に掲げる地域

連携小児夜間・休日診療料、区分番号Ｂ００１

－２－５に掲げる院内トリアージ実施料、区分

番号Ｂ００１－２－６に掲げる夜間休日救急搬

送医学管理料、区分番号Ｂ０１０に掲げる診療

情報提供料（Ⅱ）、区分番号Ｂ０１１に掲げる連携

強化診療情報提供料及び区分番号Ｃ０００に掲

げる往診料（同区分番号の注１から注３までに

３ 注４に規定する加算、区分番号Ａ０００に掲

げる初診料の注７、注８及び注10に規定する加

算、区分番号Ａ００１に掲げる再診料の注５及

び注６に規定する加算、区分番号Ａ００２に掲

げる外来診療料の注８及び注９に規定する加算

、通則第３号から第５号までに規定する加算、

区分番号Ｂ００１－２－２に掲げる地域連携小

児夜間・休日診療料、区分番号Ｂ００１－２－

５に掲げる院内トリアージ実施料、区分番号Ｂ

００１－２－６に掲げる夜間休日救急搬送医学

管理料、区分番号Ｂ０１０に掲げる診療情報提

供料（Ⅱ）、区分番号Ｂ０１１に掲げる連携強化診

療情報提供料及び区分番号Ｃ０００に掲げる往

診料（同区分番号の注１から注３までに規定す



 

規定する加算を含む。）を除き、診療に係る費

用は、小児科外来診療料に含まれるものとする

。ただし、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の

注７及び注８に規定する加算を算定する場合に

ついては、それぞれの加算点数から115点を減

じた点数を、区分番号Ａ００１に掲げる再診料

の注５及び注６に規定する加算並びに区分番号

Ａ００２に掲げる外来診療料の注８及び注９に

規定する加算を算定する場合については、それ

ぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定す

るものとする。 

る加算を含む。）を除き、診療に係る費用は、

小児科外来診療料に含まれるものとする。ただ

し、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注７及

び注８に規定する加算を算定する場合について

は、それぞれの加算点数から115点を減じた点

数を、区分番号Ａ００１に掲げる再診料の注５

及び注６に規定する加算並びに区分番号Ａ００

２に掲げる外来診療料の注８及び注９に規定す

る加算を算定する場合については、それぞれの

加算点数から70点を減じた点数を算定するもの

とする。 

４ （略） ４ （略） 

Ｂ００１－２－２～Ｂ００１－２－６ （略） Ｂ００１－２－２～Ｂ００１－２－６ （略） 

Ｂ００１－２－７ 外来リハビリテーション診療料 Ｂ００１－２－７ 外来リハビリテーション診療料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１ （略） 注１ （略） 

２ 外来リハビリテーション診療料１を算定する

日から起算して７日以内の期間においては、当

該リハビリテーションの実施に係る区分番号Ａ

０００に掲げる初診料（注15に規定する加算を

除く。）、区分番号Ａ００１に掲げる再診料、

区分番号Ａ００２に掲げる外来診療料及び外来

リハビリテーション診療料２は、算定しない。 

２ 外来リハビリテーション診療料１を算定する

日から起算して７日以内の期間においては、当

該リハビリテーションの実施に係る区分番号Ａ

０００に掲げる初診料、区分番号Ａ００１に掲

げる再診料、区分番号Ａ００２に掲げる外来診

療料及び外来リハビリテーション診療料２は、

算定しない。 

３ 外来リハビリテーション診療料２を算定する

日から起算して14日以内の期間においては、当

該リハビリテーションの実施に係る区分番号Ａ

０００に掲げる初診料（注15に規定する加算を

除く。）、区分番号Ａ００１に掲げる再診料、

区分番号Ａ００２に掲げる外来診療料及び外来

リハビリテーション診療料１は、算定しない。 

３ 外来リハビリテーション診療料２を算定する

日から起算して14日以内の期間においては、当

該リハビリテーションの実施に係る区分番号Ａ

０００に掲げる初診料、区分番号Ａ００１に掲

げる再診料、区分番号Ａ００２に掲げる外来診

療料及び外来リハビリテーション診療料１は、

算定しない。 

Ｂ００１－２－８ 外来放射線照射診療料        297点 Ｂ００１－２－８ 外来放射線照射診療料        297点 



 

注１・２ （略） 注１・２ （略） 

３ 外来放射線照射診療料を算定する日から起算

して７日以内の期間においては、当該放射線治

療の実施に係る区分番号Ａ０００に掲げる初診

料（注15に規定する加算を除く。）、区分番号

Ａ００１に掲げる再診料及び区分番号Ａ００２

に掲げる外来診療料は、算定しない。 

３ 外来放射線照射診療料を算定する日から起算

して７日以内の期間においては、当該放射線治

療の実施に係る区分番号Ａ０００に掲げる初診

料、区分番号Ａ００１に掲げる再診料及び区分

番号Ａ００２に掲げる外来診療料は、算定しな

い。 

Ｂ００１－２－９・Ｂ００１－２－10 （略） Ｂ００１－２－９・Ｂ００１－２－10 （略） 

Ｂ００１－２－11 小児かかりつけ診療料（１日につき） Ｂ００１－２－11 小児かかりつけ診療料（１日につき） 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１・２ （略） 注１・２ （略） 

３ 注４に規定する加算、区分番号Ａ０００に掲

げる初診料の注７、注８、注10及び注15に規定

する加算、区分番号Ａ００１に掲げる再診料の

注５及び注６に規定する加算、区分番号Ａ００

２に掲げる外来診療料の注８及び注９に規定す

る加算並びに通則第３号から第５号までに規定

する加算、区分番号Ｂ００１－２－２に掲げる

地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号Ｂ０

０１－２－５に掲げる院内トリアージ実施料、

区分番号Ｂ００１－２－６に掲げる夜間休日救

急搬送医学管理料、区分番号Ｂ００９に掲げる

診療情報提供料（Ⅰ）、区分番号Ｂ００９－２に掲

げる電子的診療情報評価料、区分番号Ｂ０１０

に掲げる診療情報提供料（Ⅱ）、区分番号Ｂ０１１

に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号

Ｃ０００に掲げる往診料（同区分番号の注１か

ら注３までに規定する加算を含む。）を除き、

診療に係る費用は、小児かかりつけ診療料に含

まれるものとする。 

３ 注４に規定する加算、区分番号Ａ０００に掲

げる初診料の注７、注８及び注10に規定する加

算、区分番号Ａ００１に掲げる再診料の注５及

び注６に規定する加算、区分番号Ａ００２に掲

げる外来診療料の注８及び注９に規定する加算

並びに通則第３号から第５号までに規定する加

算、区分番号Ｂ００１－２－２に掲げる地域連

携小児夜間・休日診療料、区分番号Ｂ００１－

２－５に掲げる院内トリアージ実施料、区分番

号Ｂ００１－２－６に掲げる夜間休日救急搬送

医学管理料、区分番号Ｂ００９に掲げる診療情

報提供料（Ⅰ）、区分番号Ｂ００９－２に掲げる電

子的診療情報評価料、区分番号Ｂ０１０に掲げ

る診療情報提供料（Ⅱ）、区分番号Ｂ０１１に掲げ

る連携強化診療情報提供料及び区分番号Ｃ００

０に掲げる往診料（同区分番号の注１から注３

までに規定する加算を含む。）を除き、診療に

係る費用は、小児かかりつけ診療料に含まれる

ものとする。 

４ （略） ４ （略） 



 

Ｂ００１－２－12 外来腫瘍化学療法診療料 Ｂ００１－２－12 外来腫瘍化学療法診療料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患

者であって入院中の患者以外のものに対して、

外来化学療法（別に厚生労働大臣が定めるもの

に限る。）の実施その他の必要な治療管理を行

った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す

る。この場合において、区分番号Ａ０００に掲

げる初診料（注６から注８まで及び注15に規定

する加算を除く。）、区分番号Ａ００１に掲げ

る再診料（注４から注６までに規定する加算を

除く。）、区分番号Ａ００２に掲げる外来診療

料（注７から注９までに規定する加算を除く。

）、区分番号Ｂ００１の23に掲げるがん患者指

導管理料のハ又は区分番号Ｃ１０１に掲げる在

宅自己注射指導管理料は、別に算定できない。 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患

者であって入院中の患者以外のものに対して、

外来化学療法（別に厚生労働大臣が定めるもの

に限る。）の実施その他の必要な治療管理を行

った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す

る。この場合において、区分番号Ａ０００に掲

げる初診料（注６から注８までに規定する加算

を除く。）、区分番号Ａ００１に掲げる再診料

（注４から注６までに規定する加算を除く。）

、区分番号Ａ００２に掲げる外来診療料（注７

から注９までに規定する加算を除く。）、区分

番号Ｂ００１の23に掲げるがん患者指導管理料

のハ又は区分番号Ｃ１０１に掲げる在宅自己注

射指導管理料は、別に算定できない。 

２～７ （略） ２～７ （略） 

Ｂ００１－３～Ｂ０１８ （略） Ｂ００１－３～Ｂ０１８ （略） 

第２節・第３節 （略） 第２節・第３節 （略） 

第２部～第６部 （略） 第２部～第６部 （略） 

第７部 リハビリテーション 第７部 リハビリテーション 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 リハビリテーション料 第１節 リハビリテーション料 

区分 区分 

Ｈ０００・Ｈ００１ （略） Ｈ０００・Ｈ００１ （略） 

Ｈ００１－２ 廃用症候群リハビリテーション料 Ｈ００１－２ 廃用症候群リハビリテーション料 

１～３ （略） １～３ （略） 

注１～４ （略） 注１～４ （略） 



 

５ 注１本文の規定にかかわらず、注１本文に規

定する患者であって、入院中の要介護被保険者

等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群

の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビ

リテーションを行った場合は、１月13単位に限

り、注１に規定する施設基準に係る区分に従い

、次に掲げる点数を算定できるものとする。 

５ 注１本文の規定にかかわらず、注１本文に規

定する別に厚生労働大臣が定める患者であって

、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が

あってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪

から120日を超えてリハビリテーションを行っ

た場合は、１月13単位に限り、注１に規定する

施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を

算定できるものとする。 

イ～ハ （略） イ～ハ （略） 

６・７ （略） ６・７ （略） 

Ｈ００２～Ｈ００８ （略） Ｈ００２～Ｈ００８ （略） 

第２節 （略） 第２節 （略） 

第８部・第９部 （略） 第８部・第９部 （略） 

第10部 手術 第10部 手術 

通則 通則 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 区分番号Ｋ００７（注に規定する加算を算定する場合に限

る。）、Ｋ０１４－２、Ｋ０１９－２、Ｋ０２２の１、Ｋ０

３１（注に規定する加算を算定する場合に限る。）、Ｋ０４

６（注に規定する加算を算定する場合に限る。）、Ｋ０５３

（注に規定する加算を算定する場合に限る。）、Ｋ０５９の

３のイ及び４、Ｋ０８１（注に規定する加算を算定する場合

に限る。）、Ｋ１３３－２、Ｋ１３４－４、Ｋ１３６－２、

Ｋ１６９（注１又は注２に規定する加算を算定する場合に限

る。）、Ｋ１６９－２、Ｋ１６９－３、Ｋ１８０の３、Ｋ１

８１、Ｋ１８１－２、Ｋ１８１－６の２のロ、Ｋ１８８－３

、Ｋ１９０、Ｋ１９０－２、Ｋ１９０－６からＫ１９０－８

まで、Ｋ２２５－４、Ｋ２５４の１、Ｋ２５９（注２に規定

する加算を算定する場合に限る。）、Ｋ２６０－２、Ｋ２６

８の２のイ及び５から７まで、Ｋ２８０－２、Ｋ２８１－２

、Ｋ３０５－２、Ｋ３０８－３、Ｋ３１９－２、Ｋ３２０－

４ 区分番号Ｋ００７（注に規定する加算を算定する場合に限

る。）、Ｋ０１４－２、Ｋ０１９－２、Ｋ０２２の１、Ｋ０

３１（注に規定する加算を算定する場合に限る。）、Ｋ０４

６（注に規定する加算を算定する場合に限る。）、Ｋ０５３

（注に規定する加算を算定する場合に限る。）、Ｋ０５９の

３のイ及び４、Ｋ０８１（注に規定する加算を算定する場合

に限る。）、Ｋ１３３－２、Ｋ１３４－４、Ｋ１３６－２、

Ｋ１６９（注１又は注２に規定する加算を算定する場合に限

る。）、Ｋ１６９－２、Ｋ１６９－３、Ｋ１８０の３、Ｋ１

８１、Ｋ１８１－２、Ｋ１８１－６の２のロ、Ｋ１８８－３

、Ｋ１９０、Ｋ１９０－２、Ｋ１９０－６からＫ１９０－８

まで、Ｋ２２５－４、Ｋ２５４の１、Ｋ２５９（注２に規定

する加算を算定する場合に限る。）、Ｋ２６０－２、Ｋ２６

８の２のイ及び５から７まで、Ｋ２８０－２、Ｋ２８１－２

、Ｋ３０５－２、Ｋ３０８－３、Ｋ３１９－２、Ｋ３２０－



 

２、Ｋ３２８からＫ３２８－３まで、Ｋ３４０－７、Ｋ３４

３－２、Ｋ３７４－２、Ｋ３８８－３、Ｋ３９４－２、Ｋ４

００の３、Ｋ４４３の３、Ｋ４４４の４、Ｋ４４５－２、Ｋ

４６１－２、Ｋ４６２－２、Ｋ４６３－２、Ｋ４６４－２、

Ｋ４７０－２、Ｋ４７４－３の２、Ｋ４７５（別に厚生労働

大臣が定める患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ４７６（

１から７までについては、注１又は注２に規定する加算を算

定する場合に限る。）、Ｋ４７６－４、Ｋ５１４の10、Ｋ５

１４－２の４、Ｋ５１４－４、Ｋ５１４－６、Ｋ５２０の４

、Ｋ５３０－３、Ｋ５４６、Ｋ５４８、Ｋ５４９、Ｋ５５４

－２、Ｋ５５５－２、Ｋ５５５－３、Ｋ５５９－３、Ｋ５６

２－２、Ｋ５９４の４のロ及びハ、Ｋ５９５（注２に規定す

る加算を算定する場合に限る。）、Ｋ５９５－２、Ｋ５９７

からＫ６００まで、Ｋ６０２－２、Ｋ６０３、Ｋ６０３－２

、Ｋ６０４－２、Ｋ６０５－２、Ｋ６０５－４、Ｋ６０５－

５、Ｋ６１５－２、Ｋ６１６－６、Ｋ６１７－５、Ｋ６２７

－２の１、２及び４、Ｋ６２７－３、Ｋ６２７－４、Ｋ６３

６－２、Ｋ６４２－３、Ｋ６４３－２、Ｋ６４７－３、Ｋ６

５３－６、Ｋ６５４－４、Ｋ６５５－２の３、Ｋ６５５－５

の３、Ｋ６５７－２の４、Ｋ６５６－２、Ｋ６６５の２、Ｋ

６６８－２、Ｋ６７５－２、Ｋ６７７の１、Ｋ６７８、Ｋ６

８４－２、Ｋ６９５－２、Ｋ６９７－４の１、Ｋ６９７－５

、Ｋ６９７－７、Ｋ６９９－２、Ｋ７００－３、Ｋ７０２－

２、Ｋ７０３－２、Ｋ７０９－３、Ｋ７０９－５、Ｋ７０９

－６、Ｋ７１６－４、Ｋ７１６－６、Ｋ７２１－４、Ｋ７２

１－５、Ｋ７３０の３、Ｋ７３１の３、Ｋ７５４－３、Ｋ７

５５－３、Ｋ７６８、Ｋ７６９－３、Ｋ７７２－３、Ｋ７７

３－３からＫ７７３－６まで、Ｋ７７７の１、Ｋ７８０、Ｋ

７８０－２、Ｋ７８５－２、Ｋ７９２の１、Ｋ８００－３、

Ｋ８００－４、Ｋ８０２－４、Ｋ８０３－２、Ｋ８０３－３

、Ｋ８０８の１、Ｋ８１８（１において別に厚生労働大臣が

２、Ｋ３２８からＫ３２８－３まで、Ｋ３４０－７、Ｋ３４

３－２、Ｋ３８８－３、Ｋ４００の３、Ｋ４４３の３、Ｋ４

４４の４、Ｋ４４５－２、Ｋ４６１－２、Ｋ４６２－２、Ｋ

４６３－２、Ｋ４６４－２、Ｋ４７０－２、Ｋ４７４－３の

２、Ｋ４７５（別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う

場合に限る。）、Ｋ４７６（１から７までについては、注１

又は注２に規定する加算を算定する場合に限る。）、Ｋ４７

６－４、Ｋ５１４の10、Ｋ５１４－２の４、Ｋ５１４－４、

Ｋ５１４－６、Ｋ５２０の４、Ｋ５３０－３、Ｋ５４６、Ｋ

５４８、Ｋ５４９、Ｋ５５４－２、Ｋ５５５－２、Ｋ５５５

－３、Ｋ５５９－３、Ｋ５６２－２、Ｋ５９４の４のロ及び

ハ、Ｋ５９５（注２に規定する加算を算定する場合に限る。

）、Ｋ５９５－２、Ｋ５９７からＫ６００まで、Ｋ６０２－

２、Ｋ６０３、Ｋ６０３－２、Ｋ６０４－２、Ｋ６０５－２

、Ｋ６０５－４、Ｋ６０５－５、Ｋ６１５－２、Ｋ６１６－

６、Ｋ６１７－５、Ｋ６２７－２の１、２及び４、Ｋ６２７

－３、Ｋ６２７－４、Ｋ６３６－２、Ｋ６４２－３、Ｋ６４

３－２、Ｋ６４７－３、Ｋ６５３－６、Ｋ６５４－４、Ｋ６

５５－２の３、Ｋ６５５－５の３、Ｋ６５７－２の４、Ｋ６

５６－２、Ｋ６６５の２、Ｋ６６８－２、Ｋ６７５－２、Ｋ

６７７の１、Ｋ６７８、Ｋ６８４－２、Ｋ６９７－４の１、

Ｋ６９７－５、Ｋ６９７－７、Ｋ６９９－２、Ｋ７００－３

、Ｋ７０２－２、Ｋ７０３－２、Ｋ７０９－３、Ｋ７０９－

５、Ｋ７０９－６、Ｋ７１６－４、Ｋ７１６－６、Ｋ７２１

－４、Ｋ７２１－５、Ｋ７３０の３、Ｋ７３１の３、Ｋ７４

０－２の３及び４、Ｋ７５４－３、Ｋ７５５－３、Ｋ７６８

、Ｋ７６９－３、Ｋ７７２－３、Ｋ７７３－３からＫ７７３

－６まで、Ｋ７７７の１、Ｋ７８０、Ｋ７８０－２、Ｋ７８

５－２、Ｋ７９２の１、Ｋ８００－３、Ｋ８００－４、Ｋ８

０２－４、Ｋ８０３－２、Ｋ８０３－３、Ｋ８０８の１、Ｋ

８１８（１において別に厚生労働大臣が定める患者に対して



 

定める患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ８１９（別に厚

生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ８

１９－２（別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合

に限る。）、Ｋ８２３－５、Ｋ８２３－７、Ｋ８２５（別に

厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ

８２８－３、Ｋ８３０（別に厚生労働大臣が定める患者に対

して行う場合に限る。）、Ｋ８３５の１、Ｋ８３８－２、Ｋ

８４１－４、Ｋ８４３－２からＫ８４３－４まで、Ｋ８５１

（１において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場

合に限る。）、Ｋ８５８の１、Ｋ８５９（２、４及び５にお

いて別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る

。）、Ｋ８６５－２、Ｋ８７７（別に厚生労働大臣が定める

患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ８７７－２（別に厚生

労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ８７

９－２、Ｋ８８２－２、Ｋ８８４－２、Ｋ８８４－３、Ｋ８

８８（別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限

る。）、Ｋ８９０－４、Ｋ９１０－２からＫ９１０－６まで

並びにＫ９１６からＫ９１７－３までに掲げる手術等につい

ては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも

のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行

われる場合に限り算定する。ただし、区分番号Ｋ５４６、Ｋ

５４９、Ｋ５９７－３、Ｋ５９７－４、Ｋ６１５－２、Ｋ６

３６－２、Ｋ８８４－２、Ｋ８８４－３、Ｋ８９０－４及び

Ｋ９１７からＫ９１７－３までに掲げる手術等については、

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地

方厚生局長等に届け出ることを要しない。 

行う場合に限る。）、Ｋ８１９（別に厚生労働大臣が定める

患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ８１９－２（別に厚生

労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ８２

３－５、Ｋ８２３－７、Ｋ８２５（別に厚生労働大臣が定め

る患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ８２８－３、Ｋ８３

０（別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る

。）、Ｋ８３５の１、Ｋ８３８－２、Ｋ８４１－４、Ｋ８４

３－２からＫ８４３－４まで、Ｋ８５１（１において別に厚

生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ８

５８の１、Ｋ８５９（２、４及び５において別に厚生労働大

臣が定める患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ８６５－２

、Ｋ８７７（別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場

合に限る。）、Ｋ８７７－２（別に厚生労働大臣が定める患

者に対して行う場合に限る。）、Ｋ８７９－２、Ｋ８８２－

２、Ｋ８８４－２、Ｋ８８４－３、Ｋ８８８（別に厚生労働

大臣が定める患者に対して行う場合に限る。）、Ｋ８９０－

４、Ｋ９１０－２からＫ９１０－６まで並びにＫ９１６から

Ｋ９１７－３までに掲げる手術等については、別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局

長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算

定する。ただし、区分番号Ｋ５４６、Ｋ５４９、Ｋ５９７－

３、Ｋ５９７－４、Ｋ６１５－２、Ｋ６３６－２、Ｋ８８４

－２、Ｋ８８４－３、Ｋ８９０－４及びＫ９１７からＫ９１

７－３までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が

定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け

出ることを要しない。 

５～20 （略） ５～20 （略） 

第１節～第５節 （略） 第１節～第５節 （略） 

第11部～第13部 （略） 第11部～第13部 （略） 

第３章 （略） 第３章 （略） 

第４章 経過措置 第４章 経過措置 



 

１ （略） １ （略） 

（削る） ２ 第１章の規定にかかわらず、区分番号Ａ０００の注14のただ

し書の規定による加算は、令和６年３月31日までの間に限り、

算定できるものとする。 

２ 診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働

省告示第54号）による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区

分番号Ａ１０１の注１の規定については、令和４年３月31日に

おいてこれらの規定に基づく届出を行っている保険医療機関に

ついては、同年９月30日までの間に限り、なお従前の例による

。 

３ 診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働

省告示第54号）による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区

分番号Ａ１０１の注１及び注11の規定については、令和４年３

月31日においてこれらの規定に基づく届出を行っている保険医

療機関については、同年９月30日までの間に限り、なお従前の

例による。 

３・４ （略） ４・５ （略） 

別表第二 別表第二 

歯科診療報酬点数表 歯科診療報酬点数表 

［目次］ ［目次］ 

第１章 基本診療料 第１章 基本診療料 

第１部 （略） 第１部 （略） 

第２部 入院料等 第２部 入院料等 

第１節～第４節 （略） 第１節～第４節 （略） 

第５節 看護職員処遇改善評価料 （新設） 

第２章 （略） 第２章 （略） 

（削る） 第３章 経過措置 

第１章 基本診療料 第１章 基本診療料 

第１部 初・再診料 第１部 初・再診料 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 初診料 第１節 初診料 

区分 区分 

Ａ０００ 初診料 Ａ０００ 初診料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～11 （略） 注１～11 （略） 

12 削除 12 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす



 

歯科診療を実施している保険医療機関を受診し

た患者に対して、健康保険法第３条第13項に規

定する電子資格確認により、当該患者に係る診

療情報等を取得した上で初診を行った場合は、

電子的保健医療情報活用加算として、月１回に

限り７点を所定点数に加算する。ただし、当該

患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は

他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報

等の提供を受けた場合等にあっては、月１回に

限り３点を所定点数に加算する。 

13 初診に係る十分な情報を取得する体制として

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯

科診療を実施している保険医療機関を受診した

患者に対して初診を行った場合は、医療情報・

システム基盤整備体制充実加算１として、月１

回に限り４点を所定点数に加算する。ただし、

健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確

認により当該患者に係る診療情報を取得等した

場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る

診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療

情報・システム基盤整備体制充実加算２として

、月１回に限り２点を所定点数に加算する。 

（新設） 

Ａ００１ （略） Ａ００１ （略） 

第２節 再診料 第２節 再診料 

区分 区分 

Ａ００２ 再診料 Ａ００２ 再診料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～６ （略） 注１～６ （略） 

７ 患者又はその看護に当たっている者から電話

等によって治療上の意見を求められて指示をし

た場合は、再診料を算定する。 

７ 患者又はその看護に当たっている者から電話

等によって治療上の意見を求められて指示をし

た場合は、再診料を算定する。ただし、この場



 

合において、注10に規定する加算は算定しない

。 

８・９ （略） ８・９ （略） 

（削る） 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

歯科診療を実施している保険医療機関を受診し

た患者に対して、健康保険法第３条第13項に規

定する電子資格確認により、当該患者に係る診

療情報等を取得した上で再診を行った場合は、

電子的保健医療情報活用加算として、月１回に

限り４点を所定点数に加算する。 

第２部 入院料等 第２部 入院料等 

通則 通則 

１ 健康保険法第63条第１項第５号及び高齢者医療確保法第64

条第１項第５号による入院及び看護の費用は、第１節から第

５節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお

いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境

の提供、看護及び歯科医学的管理に要する費用は、第１節、

第３節又は第４節の各区分の所定点数に含まれる。 

１ 健康保険法第63条第１項第５号及び高齢者医療確保法第64

条第１項第５号による入院及び看護の費用は、第１節から第

４節までの各区分の所定点数により算定する。この場合にお

いて、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境

の提供、看護及び歯科医学的管理に要する費用は、第１節、

第３節又は第４節の各区分の所定点数に含まれる。 

２～７ （略） ２～７ （略） 

第１節～第４節 （略） 第１節～第４節 （略） 

第５節 看護職員処遇改善評価料 （新設） 

区分  

Ａ５００ 看護職員処遇改善評価料  

注 医科点数表の区分番号Ａ５００に掲げる看護職

員処遇改善評価料の注に規定する別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院して

いる患者であって、第１節の入院基本料（特別入

院基本料等を含む。）、第３節の特定入院料又は

第４節の短期滞在手術等基本料を算定しているも

のについて、医科点数表の区分番号Ａ５００に掲

 



 

げる看護職員処遇改善評価料の例により算定する

。 

第２章 特掲診療料 第２章 特掲診療料 

第１部 医学管理等 第１部 医学管理等 

区分 区分 

Ｂ０００からＢ０００－３まで～Ｂ００４－１－５ （略） Ｂ０００からＢ０００－３まで～Ｂ００４－１－５ （略） 

Ｂ００４－１－６ 外来リハビリテーション診療料 Ｂ００４－１－６ 外来リハビリテーション診療料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１ （略） 注１ （略） 

２ 外来リハビリテーション診療料１を算定する

日から起算して７日以内の期間においては、当

該リハビリテーションの実施に係る区分番号Ａ

０００に掲げる初診料（注13に規定する加算を

除く。）、区分番号Ａ００２に掲げる再診料及

び外来リハビリテーション診療料２は、算定で

きない。 

２ 外来リハビリテーション診療料１を算定する

日から起算して７日以内の期間においては、当

該リハビリテーションの実施に係る区分番号Ａ

０００に掲げる初診料、区分番号Ａ００２に掲

げる再診料及び外来リハビリテーション診療料

２は、算定できない。 

３ 外来リハビリテーション診療料２を算定する

日から起算して14日以内の期間においては、当

該リハビリテーションの実施に係る区分番号Ａ

０００に掲げる初診料（注13に規定する加算を

除く。）、区分番号Ａ００２に掲げる再診料及

び外来リハビリテーション診療料１は、算定で

きない。 

３ 外来リハビリテーション診療料２を算定する

日から起算して14日以内の期間においては、当

該リハビリテーションの実施に係る区分番号Ａ

０００に掲げる初診料、区分番号Ａ００２に掲

げる再診料及び外来リハビリテーション診療料

１は、算定できない。 

Ｂ００４－１－７ 外来放射線照射診療料 297点 Ｂ００４－１－７ 外来放射線照射診療料 297点 

注１・２ （略） 注１・２ （略） 

３ 外来放射線照射診療料を算定する日から起算

して７日以内の期間においては、当該放射線治

療の実施に係る区分番号Ａ０００（注13に規定

する加算を除く。）に掲げる初診料及び区分番

号Ａ００２に掲げる再診料は、算定できない。 

３ 外来放射線照射診療料を算定する日から起算

して７日以内の期間においては、当該放射線治

療の実施に係る区分番号Ａ０００に掲げる初診

料及び区分番号Ａ００２に掲げる再診料は、算

定できない。 

Ｂ００４－１－８ 外来腫瘍化学療法診療料 Ｂ００４－１－８ 外来腫瘍化学療法診療料 



 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患

者であって入院中の患者以外のものに対して、

外来化学療法（別に厚生労働大臣が定めるもの

に限る。）の実施その他の必要な治療管理を行

った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す

る。この場合において、区分番号Ａ０００に掲

げる初診料（注５、注７、注８及び注13に規定

する加算を除く。）、区分番号Ａ００２に掲げ

る再診料（注３、注５及び注６に規定する加算

を除く。）又は区分番号Ｂ００４－１－３に掲

げるがん患者指導管理料の３は、別に算定でき

ない。 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患

者であって入院中の患者以外のものに対して、

外来化学療法（別に厚生労働大臣が定めるもの

に限る。）の実施その他の必要な治療管理を行

った場合に、当該基準に係る区分に従い算定す

る。この場合において、区分番号Ａ０００に掲

げる初診料（注５、注７及び注８に規定する加

算を除く。）、区分番号Ａ００２に掲げる再診

料（注３、注５及び注６に規定する加算を除く

。）又は区分番号Ｂ００４－１－３に掲げるが

ん患者指導管理料の３は、別に算定できない。 

２～７ （略） ２～７ （略） 

Ｂ００４－２～Ｂ０１８ （略） Ｂ００４－２～Ｂ０１８ （略） 

第２部～第６部 （略） 第２部～第６部 （略） 

第７部 リハビリテーション 第７部 リハビリテーション 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 リハビリテーション料 第１節 リハビリテーション料 

区分 区分 

Ｈ０００・Ｈ０００－２ （略） Ｈ０００・Ｈ０００－２ （略） 

Ｈ０００－３ 廃用症候群リハビリテーション料 Ｈ０００－３ 廃用症候群リハビリテーション料 

１～３ （略） １～３ （略） 

注１～４ （略） 注１～４ （略） 

５ 注１本文の規定にかかわらず、注１本文に規

定する患者であって、入院中の要介護被保険者

等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群

の診断又は急性増悪から120日を超えてリハビ

５ 注１本文の規定にかかわらず、注１本文に規

定する別に厚生労働大臣が定める患者であって

、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が

あってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪



 

リテーションを行った場合は、１月13単位に限

り、注１に規定する施設基準に係る区分に従い

、次に掲げる点数を算定できるものとする。 

から120日を超えてリハビリテーションを行っ

た場合は、１月13単位に限り、注１に規定する

施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を

算定できるものとする。 

イ～ハ （略） イ～ハ （略） 

Ｈ００１～Ｈ００８ （略） Ｈ００１～Ｈ００８ （略） 

第２節 （略） 第２節 （略） 

第８部 （略） 第８部 （略） 

第９部 手術 第９部 手術 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 手術料 第１節 手術料 

区分 区分 

Ｊ０００～Ｊ０３１ （略） Ｊ０００～Ｊ０３１ （略） 

Ｊ０３２ 口腔
くう

、顎、顔面悪性腫瘍切除術           121,740点 Ｊ０３２ 口腔
くう

、顎、顔面悪性腫瘍切除             121,740点 

Ｊ０３３～Ｊ１１０ （略） Ｊ０３３～Ｊ１１０ （略） 

第２節～第６節 （略） 第２節～第６節 （略） 

第10部～第12部 （略） 第10部～第12部 （略） 

第13部 歯科矯正 第13部 歯科矯正 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 歯科矯正料 第１節 歯科矯正料 

区分 区分 

Ｎ０００～Ｎ０１８ （略） Ｎ０００～Ｎ０１８ （略） 

Ｎ０１９ 保定装置（１装置につき） Ｎ０１９ 保定装置（１装置につき） 

１ プレートタイプリテーナー           1,500点 １ プレートタイプリテイナー           1,500点 

２ メタルリテーナー                   6,000点 ２ メタルリテイナー                   6,000点 

３ スプリングリテーナー               1,500点 ３ スプリングリテイナー               1,500点 

４～６ （略） ４～６ （略） 

７ フィクスドリテーナー               1,000点 ７ フィクスドリテイナー               1,000点 

注１・２ （略） 注１・２ （略） 



 

Ｎ０２０ 鉤
こう

（１個につき） Ｎ０２０ 鉤
こう

（１個につき） 

１・２ （略） １・２ （略） 

注 メタルリテーナーに使用した場合を除く。 注 メタルリテイナーに使用した場合を除く。 

Ｎ０２１～Ｎ０２８ （略） Ｎ０２１～Ｎ０２８ （略） 

第２節 （略） 第２節 （略） 

第14部 （略） 第14部 （略） 

（削る） 第３章 経過措置 

 第１章の規定にかかわらず、区分番号Ａ０００の注12のただし

書の規定による加算は、令和６年３月31日までの間に限り、算定

できるものとする。 

別表第三 別表第三 

調剤報酬点数表 調剤報酬点数表 

［目次］ （略） ［目次］ （略） 

通則 通則 

（略） （略） 

第１節 （略） 第１節 （略） 

第２節 薬学管理料 第２節 薬学管理料 

区分 区分 

１０ （略） １０ （略） 

１０の２ 調剤管理料 １０の２ 調剤管理料 

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～４ （略） 注１～４ （略） 

５ 削除 ５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

保険薬局（注３に規定する別に厚生労働大臣が

定める保険薬局を除く。）において、健康保険

法第３条第13項に規定する電子資格確認により

、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を

行った場合は、電子的保健医療情報活用加算と

して、月１回に限り３点を所定点数に加算する

。ただし、当該患者に係る薬剤情報等の取得が

困難な場合等にあっては、３月に１回に限り１



 

点を所定点数に加算する。 

６ 調剤に係る十分な情報を取得する体制として

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保

険薬局（注３に規定する別に厚生労働大臣が定

める保険薬局を除く。）において調剤を行った

場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実

加算１として、６月に１回に限り３点を所定点

数に加算する。ただし、健康保険法第３条第13

項に規定する電子資格確認により患者に係る薬

剤情報を取得等した場合にあっては、医療情報

・システム基盤整備体制充実加算２として、６

月に１回に限り１点を所定点数に加算する。 

（新設） 

１０の３～１６から１９まで （略） １０の３～１６から１９まで （略） 

第３節・第４節 （略） 第３節・第４節 （略） 

第５節 経過措置 第５節 経過措置 

平成24年３月31日以前に区分番号１５の注１に規定する医師の

指示があった患者については、区分番号１５の注８、区分番号１

５の２の注７及び区分番号１５の３の注７の規定は適用しない。 

１ 平成24年３月31日以前に区分番号１５の注１に規定する医師

の指示があった患者については、区分番号１５の注８、区分番

号１５の２の注７及び区分番号１５の３の注７の規定は適用し

ない。 

（削る） ２ 区分番号１０の２の注５のただし書の規定による加算は、令

和６年３月31日までの間に限り、算定できるものとする。 

 

 


